
 

東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金交付要綱 

 

令 和 ４ 年 11 月 28 日 

４福保保疾第 1357 号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成 26 年厚生労働

省令第 121 号）第 15 条第 1項第 1号に規定する難病指定医及び同項第 2号に規定する協力

難病指定医（以下、「難病指定医等」という。）が勤務する医療法（昭和 23年法律第 205 号）

第７条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第８条の規定に基づき届

出をした診療所（以下、「医療機関」という。）が行う臨床調査個人票電子化等推進事業に

対し、その事業に要する経費の一部を補助し、臨床調査個人票のオンライン登録の促進を

図ることを目的とする。 

 

（補助対象経費） 

第２条 この補助金は、難病指定医等が勤務する医療機関が行う臨床調査個人票のオンライ

ン化に対応するために必要な業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費のうち、

東京都知事（以下、「知事」という。）が必要かつ適当であると認めたものについて、予算の

範囲内において交付する。 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から、寄付金その他の収

入額を控除した額を比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に別表に定める

補助率を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする医療機関は、別記第１号様式による補助金交付申請

書に関係書類を添えて、別に定める日までに、知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第５条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係



 

る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法

令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるか

どうか、金額の算定に誤りがないかどうかを調査するものとする。 

２ 知事は、前項の規定による審査等に基づき、交付すべきと認めたものについて交付を決

定するものとし、別記第２号様式による補助金交付決定通知書により当該申請者に通知す

るものとする。 

３ 知事は、交付すべきと認められないものについて、不交付を決定するものとし、別記第

２号の２様式による補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 補助金交付決定通知書により通知を受けたもの（以下、「補助事業者」という。）は、

前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不

服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金交付決定通知書を受け

た日から 14 日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

  なお、交付決定前に申請を取り下げようとするときも、その旨を記載した書面を知事に

提出しなければならない。 

 

（補助条件） 

第７条 知事は、交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の全

部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するこ

とができる。 

２ 前項の規定による補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災事変その他補

助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がな

くなった場合に限る。 

３ 第１項の規定による補助金の交付決定の取消により特別に必要になった事務及び事業に

対しては、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。 

（１） 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

（２） 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要す

る経費 

 

（承認事項） 

第８条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面によ



 

り申請し、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、（１）に掲げる事項の

うち軽微なものについてはこの限りではない。 

（１） 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 知事は、前項による申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、その旨を

補助事業者に通知する。 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が

終了したときは、別記第３号様式による実績報告書を別に指定する期日までに知事に提出

しなければならない。 

  なお、補助事業の完了とは、事業が終了し、かつ事業に係る全ての支払いが完了したと

きをいう。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10 条 知事は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、書類等の審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合するかどうか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別

記第４号様式による補助金の額の確定通知書により通知する。 

 

（是正のための措置） 

第 11 条 知事は、前条に規定する調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及び

これに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し当該補助事業につき、

指定した期日までにこれらに適合させるための措置をとることを命じることができる。 

２ 第９条の規定による実績報告書は、前項の命令により必要な措置をした場合について準

用する。 

 

（補助金の交付） 

第 12 条 知事は、補助金の額が確定した後、確定払いにより交付するものとする。 

 

（決定の取消） 

第 13 条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定



 

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反し

たとき。 

２ 前項の規定は、第 10 条により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用するも

のとする。 

 

（補助金の返還） 

第 14 条 知事は、第７条又は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されていると

きは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第 15 条 補助事業者は、第 13 条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消さ

れ、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金の受領し

た日から納付の日までの日数に応じ、補助金の額（その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、既返還額を控除した額）につき、年 10.95 パーセントの割合で計算

した違約加算金（100 円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額について年

10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円未満の場合を除く。）を納付しなければ

ならない。 

３ 第２項の規定による年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの

割合とする。 

４ 第１項の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、補助事業者の納付し

た金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず返還を命じた補

助金の額に充てるものとする。 

５ 第２項の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じた補助金の未

納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎と

なる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 



 

（補助金の経理等） 

第 16 条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保

管しなければならない。 

 

（検査） 

第 17 条 補助事業者は、知事が東京都職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について

検査させた場合、又は補助事業について報告を求めた場合には、これに応じなければなら

ない。 

 

（消費税及び地方消費税の申告に係る仕入控除税額報告） 

第 18 条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第５号様式により速やかに、遅く

とも補助事業完了日の属する年度の翌々年度４月 30 日までに知事に報告しなければなら

ない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であ

って、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び

地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を

行うこと。 

知事は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又

は一部を納付させることがある。 

 

（その他） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付については、東京都補助金等交付

規則（昭和 37 年東京都規則第 141 号）の定めによるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年 11 月 28 日から施行する。 

 


